
様式第3号(第8条関係) 

申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間(個票) 

№3                                  (令和5年4月1日作成) 

処 分 の 概 要  利用停止請求に対する措置 

法令(例規)名及び 

根 拠 条 項 
 美幌町議会の個人情報の保護に関する条例 第40条 

法 令 ( 例 規 ) 番 号  令和5年美幌町条例第1号 

標 準 処 理 期 間 

総日数     30 日 (美幌町の休日を定める条例に基づく休日を除く) 

経由機関     日 

協議機関     日 

処分機関   30 日 

所 管 部 署 名  議会事務局 

審 査 基 準 の 内 容 

(利用停止請求権) 

第37条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当

すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該

各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利

用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)

に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限

りでない。 

(1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反

して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであ

るとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

 当該保有個人情報の利用の停止又は消去 

(2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保

有個人情報の提供の停止 

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及

び第47条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなけれ

ばならない。 

 

(保有個人情報の利用停止義務) 

第39条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理

由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保する

ために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をし

なければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、

当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事

業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、こ

の限りでない。 
 



審査基準の未設定理由 

 ア：審査基準が法令の定めに尽くされているもの 

 イ：実績がない又は将来的に見込みのないもの 

 ウ：あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの 

 

備    考 

事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り延長するこ

とができる。（第41条第2項） 

 

注 各欄は、様式第1号と一致させること。 


